
報酬改定に伴う変更届について
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運営規程の記載について

全ての介護サービス事業者を対象に、「虐待の防止
のための措置に関する事項」について、運営規程
に定める必要があります。当該規定を、運営規程に定
める場合は、本市への変更の届出は不要です。

ただし、営業時間の変更など、変更届の添付書類に
運営規程を要する届出がある場合は、新しい運営規
程を添付し、届け出てください。
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改正に伴う加算届出の提出について

事業者向け情報から
介護保険サービス事業者関連情
報
＞介護保険サービス事業者に関

する手続き・申請＞「介護給付
費及び介護予防・日常生
活支援総合事業費算定に
係る体制等に関する届出
書の提出について」

今後、令和３年度介護保険制度改正に伴う
届出に必要な様式等を掲載しますので、

必ずご覧ください。
４月算定分は、提出期限は４月１５日（木）です。

または市のトップページから
45069250 で検索


